
公告第６号 

入札公告 

次のとおり、一般競争入札（郵送方式）に付します。 

令和７年 ６月２５日 

 

奈良県市町村職員共済組合 

理事長 上田 清 

 

１ 入札に付する事項 

（１）委託業務名 

令和８年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に係る、印刷・封入封緘・

電話対応・書類審査・データ入力業務 

（２）業務の内容等 

仕様書のとおり 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和８年２月２７日まで 

 

２ 競争入札参加資格 

申請時において、次に掲げる要件のすべてを満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規

定に該当しないこと。 

（２）官庁（国の全ての機関）及び地方公共団体から、指名停止又は一般競争参加資

格停止（以下「指名停止等」という。）を受けている期間に該当しないものである

こと。また指名停止等の処分を受けた日から２年を経過していること。 

（３）営業に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ているこ

と。 

（４）引き続き１年以上の営業実績を有すること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開

始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づ

く再生手続開始の申立てがなされていないこと。 

（６）会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基

づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９

条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。 

（７）県税、消費税及び地方消費税を完納していること（奈良県内に事業所等を有し

ていない場合は、本店所在地の都道府県に納税義務が生じた事業税を完納してい

ること）。 

（９）次のいずれかの事由に該当しないこと。 



 ア 役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店の代表者

を、個人にあってはその者、支配人及び支店の代表者をいう。以下同じ。）が暴力

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号。以下「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であるとき。 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員

が経営に実質的に関与しているとき。 

ウ 役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的、ま

たは第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与す

る等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、または関与してい

るとき。 

オ ウ及びエに掲げる場合のほか、役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非

難されるべき関係を有しているとき。  

（１０）同一人が代表者（受任者を含む。）となっている法人等は、本件入札に同時に

参加していないこと。 

（１１）情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格（ISO27001）またはプラ

イバシーマークを認証取得していること。 

（１２）本公告の日より前５年以内に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に係

る、「書類の印刷及び封入封緘」「電話対応」「申告書の内容審査」「データ入力業

務」のうち３項目以上行った実績を有する者。 

 

３ 仕様書の配布期間及び入手方法等 

（１）仕様書の交付方法 

  本公告の日の午前１０時から令和７年７月 7日（月）午後５時まで 

（２）仕様書の入手方法 

  奈良県市町村職員共済組合公式ホームページ（https://kyosai-nara.jp）からのダウ

ンロード 

 

４ 入札参加申請書等の提出方法 

本公告に係る入札に参加しようとする者は、（１）の期限までに（２）の提出先に

（３）の書類を持参又は郵送（書留又は簡易書留に限る。）により提出すること。な

お、入札参加申請書等に関し説明等を求められた場合は、これに応じなければなら

ない。また、（１）の期限までに（３）の書類を提出しない者及び提出者であって競

争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できないものとする。 

（１）提出期限 

令和７年７月７日（月）午後５時 必着 

（２）提出先 

〒６３４－８５６１ 奈良県橿原市大久保町３０２番１ 奈良県市町村会館４階 

奈良県市町村職員共済組合 年金課 

電話 ０７４４－２９－８２６６ 

https://kyosai-nara.jp）からのダウ
https://kyosai-nara.jp）からのダウ


 

（３）提出書類 

ア 入札参加申請書（様式第１号。ホームページからダウンロードすること。） 

イ 所在地等の証明書類 

a 個人の場合 住民票の写し １通 

b 法人の場合 現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書 １通 

いずれも発行後３月以内のものとする。また、複写機による写しをもってこれ

に代えることができるものとする。 

  ウ 使用印鑑届（様式第２号。ホームページからダウンロードすること。） 

  エ ２（７）に係る税について滞納がないことが証明できるもの 

  オ 指名停止に関する申立書（様式第３号。ホームページからダウンロードする

こと。） 

  カ ２（１１）の確認ができるもの（証明する書類の写し） 

キ ２（１２）の確認ができるもの（契約書の写し等） 

 

５ 競争入札参加資格要件の審査及び確認結果の通知 

  当組合は、提出を受けた入札参加申込書等について内容審査を行い、入札参加資

格を有する者であるかを判断し、次のとおり通知する。 

（１）通知日 

    ４（３）の提出書類到着後から令和７年７月１０日（木）まで 

（２）通知先 

    「入札参加申請書」を提出した担当者 

（３）通知方法 

    電子メールにより参加資格の有無を通知する。 

 

６ 入札方法 

（１）入札期間 

競争入札参加資格要件の確認結果通知後から令和７年７月１７日（木） 

午後５時まで 

（２）提出先 

４（２）に同じ 

（３）提出書類 

    入札書（様式第４号。ホームページからダウンロードすること。） 

（４）提出方法 

（３）に必要事項を記入、押印し、二重封筒の中封筒に入れて封印し、中封

筒表面に入札参加者の商号または名称、開札日及び入札件名を朱書きし、外封

筒表面に開札日、入札件名及び入札書在中の旨を朱書きし、４（２）の場所

に、郵送（書留又は簡易書留郵便に限る。）又は持参により提出すること。 

（５）留意事項 

入札者は、本案件に係る一切の諸経費を含めた契約金額を見積もること。 

落札者の決定にあたり、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の 



１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは 

その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 

７ 開札の日時及び場所 

（１）日時  令和７年７月１8日（金）午前１０時 

（２）場所  〒６３４－８５６１ 奈良県橿原市大久保町３０２番１ 

奈良県市町村職員共済組合 会議室（奈良県市町村会館４階） 

 

８ 入札回数等 

開札の結果、予定価格の範囲内の入札がないときは、初度入札を含め２回を限度

して入札を行う。この場合は、１回目の開札後、速やかに１回目の最低入札価格及

び再度入札の入札書提出期限等を、入札参加者に入札参加申請書（様式第１号）に

記載のアドレスにメールで通知するため、提出期限までに６（４）の方法により再

度入札書（様式第４号）を提出すること。 

２回目の入札を行ってもなお落札者が決定しない場合は、随意契約（以下「不落

随契」という。）に移行する場合がある。その場合は、以下のとおりとする。 

（１）不落随契に伴う見積依頼は、最低価格を提示した入札者に対して行う。 

（２）（１）の者について、見積書の提出意思がある場合は見積書を、提出意思がない

場合は入札辞退届（様式第７号）を、契約担当者が指定する日時までに、郵送

（書留又は簡易書留に限る。）または持参により提出すること。 

 

９ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０に相当する額。但し、過去２年以内に本委託業務と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を１回以上にわたって締結し、かつ、これらをす

べて誠実に履行した者である等、将来契約を履行しないこととなるおそれがないと

認められる場合は、委任者は契約保証金の納付を免除することができるものとす

る。 

 

１０ 契約書の作成の要否 

  要 

 

１１ 入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格を有しない者が行った入札及び入札の条件に違

反した入札は、無効とする。 

 

１２ 落札者の決定方法 

最低の価格をもって有効な入札を行った者とする。ただし、落札となるべき同価

の入札をした者が２者以上あるときは、契約担当者が指定する日時及び場所におい



て、当該入札者にくじを引かせて順位を決定するものとする。当該入札者のうち、

くじを引かない者があるときは、この者に代えて、当該入札事務に関係のない当組

合職員にくじを引かせるものとする。 

 

１３ 入札の辞退 

  入札を辞退する場合は、６（１）の期間中に、入札辞退届（様式第５号。ホーム

ページからダウンロードし使用すること。）を当組合年金課（nenkin@kyosai-nara. 

or.jp）宛て、電子メールにより提出すること。送信後は、メール着信確認のため、

当組合年金課に必ず電話で連絡すること。 

   

１４ 入札公告等に対する質疑 

（１）入札時の提出書類の作成方法及び入札方法に係る質疑がある場合は、当組合年

金課に電話で連絡すること。 

（２）仕様書等の業務履行に係る質疑がある場合においては、次に従い行うこと。 

ア 質疑書（様式第６号。ホームページからダウンロードし使用すること。）の質

疑事項欄に記入し提出すること。なお、質疑事項欄には業者名（過去に受注し

た具体的な業務名等の記載により、業者名が類推される場合も含む。）や担当者

の連絡先等は一切記載しないこと。 

イ 受付期間 

    公告日から令和７年７月 2 日（水）午後５時まで 

ウ 提出方法・提出先 

    質疑書は、当組合年金課（nenkin@kyosai-nara.or.jp）宛て、電子メールによ 

り提出すること。送信後は、メール着信確認のため、当組合年金課に必ず連絡

すること。  

（３）（２）の質疑に対する全ての回答書を、入札参加申込者全員に対し、次のアに

掲げる期日までに電子メールで送付する。なお、全ての入札参加申込者から質

疑がない場合は当組合からの返信は行わない。 

ア 回答期日 

令和７年７月 4日（金） 

  

１５ その他 

落札決定後、所定の事項を落札者が履行しないと当組合が判断した場合は、契約

を締結しないことがある。 

 

 


